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平成１平成１平成１平成１９９９９年第年第年第年第２２２２回回回回    

美唄市議会美唄市議会美唄市議会美唄市議会定例定例定例定例会会議録会会議録会会議録会会議録    

平成１平成１平成１平成１９９９９年年年年６６６６月月月月１１１１２２２２日（日（日（日（火火火火曜日）曜日）曜日）曜日）    

午前１午前１午前１午前１００００時時時時００００００００分分分分    開会開会開会開会    

    

◎◎◎◎議事日程議事日程議事日程議事日程    

    第１第１第１第１    会議録署名議員の指名会議録署名議員の指名会議録署名議員の指名会議録署名議員の指名    

    第第第第２２２２    会期決定の件会期決定の件会期決定の件会期決定の件    

    第第第第３３３３    諸般報告諸般報告諸般報告諸般報告    

    第第第第４４４４    議長報告議長報告議長報告議長報告    

    第５第５第５第５    市政報告市政報告市政報告市政報告    

    第６第６第６第６    報告第報告第報告第報告第11112222号号号号    例月出納検査結果報告例月出納検査結果報告例月出納検査結果報告例月出納検査結果報告    

    第７第７第７第７    報告第報告第報告第報告第11113333号号号号    例月出納検査結果報告例月出納検査結果報告例月出納検査結果報告例月出納検査結果報告    

    第８第８第８第８    報告第報告第報告第報告第11114444号号号号    例月出納検査結果報告例月出納検査結果報告例月出納検査結果報告例月出納検査結果報告    

    第９第９第９第９    報告第報告第報告第報告第11115555号号号号    例月出納検査結果報告例月出納検査結果報告例月出納検査結果報告例月出納検査結果報告    

    第第第第10101010    報告第報告第報告第報告第11116666号号号号    定期監査報告定期監査報告定期監査報告定期監査報告    

    第第第第11111111    報告第報告第報告第報告第11117777号号号号    美唄市土地開発公社の美唄市土地開発公社の美唄市土地開発公社の美唄市土地開発公社の

経営状況説明書提出の件経営状況説明書提出の件経営状況説明書提出の件経営状況説明書提出の件    

    第第第第11112222    報告第報告第報告第報告第11118888号号号号    株式会社美唄ハイテク株式会社美唄ハイテク株式会社美唄ハイテク株式会社美唄ハイテク

センターの経営状況説明書提出の件センターの経営状況説明書提出の件センターの経営状況説明書提出の件センターの経営状況説明書提出の件    

    第第第第11113333    報告第報告第報告第報告第11119999号号号号    株式会社ベル・カント株式会社ベル・カント株式会社ベル・カント株式会社ベル・カント

の経営状況説明書提出の件の経営状況説明書提出の件の経営状況説明書提出の件の経営状況説明書提出の件    

    第第第第11114444    報告第報告第報告第報告第20202020号号号号    繰越明許費繰越計算書繰越明許費繰越計算書繰越明許費繰越計算書繰越明許費繰越計算書

の件（美唄市介護保険会計）の件（美唄市介護保険会計）の件（美唄市介護保険会計）の件（美唄市介護保険会計）    

    第第第第11115555    承認承認承認承認第第第第８８８８号号号号    専決処分の承認を求め専決処分の承認を求め専決処分の承認を求め専決処分の承認を求め

る件（平成１９年度美唄市老人保健る件（平成１９年度美唄市老人保健る件（平成１９年度美唄市老人保健る件（平成１９年度美唄市老人保健

会計補正予算（第１号））会計補正予算（第１号））会計補正予算（第１号））会計補正予算（第１号））    

    第第第第11116666    議案第議案第議案第議案第37373737号号号号    美唄市住民基本台帳ネ美唄市住民基本台帳ネ美唄市住民基本台帳ネ美唄市住民基本台帳ネ

ットワークシステムに係る個人情報ットワークシステムに係る個人情報ットワークシステムに係る個人情報ットワークシステムに係る個人情報

の保護に関する条例制定の件の保護に関する条例制定の件の保護に関する条例制定の件の保護に関する条例制定の件    

    第第第第11117777    議案第議案第議案第議案第33338888号号号号    美唄市行政手続等にお美唄市行政手続等にお美唄市行政手続等にお美唄市行政手続等にお

ける情報通信の技術の利用に関するける情報通信の技術の利用に関するける情報通信の技術の利用に関するける情報通信の技術の利用に関する

条例制定の件条例制定の件条例制定の件条例制定の件    

    第第第第18181818    議案第議案第議案第議案第39393939号号号号    美唄市消防団員等公務美唄市消防団員等公務美唄市消防団員等公務美唄市消防団員等公務

災害補償条例の一部改正の件災害補償条例の一部改正の件災害補償条例の一部改正の件災害補償条例の一部改正の件    

    第第第第19191919    議案第議案第議案第議案第40404040号号号号    美唄市医療費助成条例美唄市医療費助成条例美唄市医療費助成条例美唄市医療費助成条例

の一部改正の件の一部改正の件の一部改正の件の一部改正の件    

    第第第第22220000    議案第議案第議案第議案第41414141号号号号    美唄市廃棄物の処理及美唄市廃棄物の処理及美唄市廃棄物の処理及美唄市廃棄物の処理及

び清掃に関する条例の一部改正の件び清掃に関する条例の一部改正の件び清掃に関する条例の一部改正の件び清掃に関する条例の一部改正の件    

    第第第第22221111    議案第議案第議案第議案第44442222号号号号    美唄市予防接種健康被美唄市予防接種健康被美唄市予防接種健康被美唄市予防接種健康被

害調査委員会条例及び美唄市保健セ害調査委員会条例及び美唄市保健セ害調査委員会条例及び美唄市保健セ害調査委員会条例及び美唄市保健セ

ンター設置条例の一部改正の件ンター設置条例の一部改正の件ンター設置条例の一部改正の件ンター設置条例の一部改正の件    

    第第第第22222222    議案第議案第議案第議案第43434343号号号号    美唄市町の名称及び区美唄市町の名称及び区美唄市町の名称及び区美唄市町の名称及び区

域変更の件域変更の件域変更の件域変更の件    

    第第第第22223333    議案第議案第議案第議案第44444444号号号号    平成１９年度美唄市一平成１９年度美唄市一平成１９年度美唄市一平成１９年度美唄市一

般会計補正予算（第１号）般会計補正予算（第１号）般会計補正予算（第１号）般会計補正予算（第１号）    

    第第第第22224444    議案第議案第議案第議案第45454545号号号号    平成１９年度美唄市国平成１９年度美唄市国平成１９年度美唄市国平成１９年度美唄市国

民健康保険会計補正予算（第１号）民健康保険会計補正予算（第１号）民健康保険会計補正予算（第１号）民健康保険会計補正予算（第１号）    

    第第第第22225555    決議案第１決議案第１決議案第１決議案第１号号号号    美唄市地域医療問題調美唄市地域医療問題調美唄市地域医療問題調美唄市地域医療問題調

査特別委員会設置に関する決議査特別委員会設置に関する決議査特別委員会設置に関する決議査特別委員会設置に関する決議    

    

◎◎◎◎出席議員（出席議員（出席議員（出席議員（１５１５１５１５名）名）名）名）    

        議議議議    長長長長        林林林林            国国国国    夫夫夫夫    君君君君    

        副議長副議長副議長副議長        内馬場内馬場内馬場内馬場    克克克克    康康康康    君君君君    

            １番１番１番１番        吉吉吉吉    岡岡岡岡    文文文文    子子子子    君君君君    

            ２番２番２番２番        森森森森    川川川川            明明明明    君君君君    

            ３３３３番番番番        五五五五    十十十十    嵐嵐嵐嵐    聡聡聡聡    君君君君    

            ４番４番４番４番        高高高高    橋橋橋橋    幹幹幹幹    夫夫夫夫    君君君君    

            ５番５番５番５番        奥奥奥奥    山山山山    裕裕裕裕    章章章章    君君君君    

            ６６６６番番番番        阿阿阿阿    部部部部    義義義義    一一一一    君君君君    

            ７７７７番番番番        長谷川長谷川長谷川長谷川    吉吉吉吉    春春春春    君君君君    

            ８８８８番番番番        米米米米    田田田田    良良良良    克克克克    君君君君    

            ９９９９番番番番        白白白白    木木木木    優優優優    志志志志    君君君君    

        １０１０１０１０番番番番        小小小小    関関関関    勝勝勝勝    教教教教    君君君君    

        １１１１１１１１番番番番        土土土土    井井井井    敏敏敏敏    興興興興    君君君君    

        １２１２１２１２番番番番        本本本本    郷郷郷郷    幸幸幸幸    治治治治    君君君君    

        １３番１３番１３番１３番        紫紫紫紫    藤藤藤藤    政政政政    則則則則    君君君君    

        １５番１５番１５番１５番        谷谷谷谷    村村村村    孝孝孝孝    一一一一    君君君君    
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◎◎◎◎出席説明員出席説明員出席説明員出席説明員    

    市市市市                    長長長長        桜桜桜桜    井井井井    道道道道    夫夫夫夫    君君君君    

    副副副副        市市市市        長長長長        佐佐佐佐    藤藤藤藤    昭昭昭昭    雄雄雄雄    君君君君    

    総総総総    務務務務    部部部部    長長長長        板板板板    東東東東    知知知知    文文文文    君君君君    

    市市市市    民民民民    部部部部    長長長長        岩岩岩岩    本本本本    良良良良    一一一一    君君君君    

    保健福祉部長兼福祉事務所保健福祉部長兼福祉事務所保健福祉部長兼福祉事務所保健福祉部長兼福祉事務所長長長長        中中中中    川川川川    直直直直    紀紀紀紀    君君君君    

    商工交流部商工交流部商工交流部商工交流部長長長長        酒酒酒酒    巻巻巻巻            進進進進    君君君君    

    農農農農    政政政政    部部部部    長長長長        林林林林            信信信信    孝孝孝孝    君君君君    

    都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部長長長長        加加加加    藤藤藤藤            誠誠誠誠    君君君君    

    市立美唄病院事務局市立美唄病院事務局市立美唄病院事務局市立美唄病院事務局長長長長        三三三三    谷谷谷谷    純純純純    一一一一    君君君君    

    消消消消        防防防防        長長長長        佐佐佐佐    藤藤藤藤    賢賢賢賢    治治治治    君君君君    

    総務部総務課長総務部総務課長総務部総務課長総務部総務課長        市市市市    川川川川    厚厚厚厚    記記記記    君君君君    

    総務部総務課総務係総務部総務課総務係総務部総務課総務係総務部総務課総務係長長長長        村村村村    上上上上    孝孝孝孝    徳徳徳徳    君君君君    

    

    教育委員会委員教育委員会委員教育委員会委員教育委員会委員長長長長        阿阿阿阿    部部部部            稔稔稔稔    君君君君    

    教育委員会教育教育委員会教育教育委員会教育教育委員会教育長長長長        村村村村    上上上上    忠忠忠忠    雄雄雄雄    君君君君    

    教育委員会教育部長教育委員会教育部長教育委員会教育部長教育委員会教育部長        安安安安    田田田田    昌昌昌昌    彰彰彰彰    君君君君    

    

    選挙管理委員会委員選挙管理委員会委員選挙管理委員会委員選挙管理委員会委員長長長長        熊熊熊熊    野野野野    宗宗宗宗    男男男男    君君君君    

    選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局長長長長        大大大大    道道道道    良良良良    裕裕裕裕    君君君君    

    

    農業委員会会長農業委員会会長農業委員会会長農業委員会会長        佐佐佐佐    藤藤藤藤    博博博博    道道道道    君君君君    

    農業委員会事務局農業委員会事務局農業委員会事務局農業委員会事務局長長長長        山山山山    崎崎崎崎    一一一一    広広広広    君君君君    

    

    監監監監    査査査査    委委委委    員員員員        川川川川    村村村村    英英英英    昭昭昭昭    君君君君    

    監査事務局監査事務局監査事務局監査事務局長長長長        嵯嵯嵯嵯    峨峨峨峨    和和和和    樹樹樹樹    君君君君    

    

◎◎◎◎事務局事務局事務局事務局職員職員職員職員出席者出席者出席者出席者    

    事事事事    務務務務    局局局局    長長長長        藤藤藤藤    井井井井    英英英英    昭昭昭昭    君君君君    

    次次次次                    長長長長        和和和和    田田田田    友友友友    子子子子    君君君君    

    総総総総    務務務務    係係係係    長長長長        濱濱濱濱    砂砂砂砂    邦邦邦邦    昭昭昭昭    君君君君    

    

午前１午前１午前１午前１００００時時時時００００００００分分分分    開会開会開会開会    

●●●●議長林議長林議長林議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    ただいまよりただいまよりただいまよりただいまより、、、、本日をも本日をも本日をも本日をも

ってってってって招招招招集されました集されました集されました集されました、、、、平成平成平成平成 19191919 年年年年第第第第２２２２回美唄回美唄回美唄回美唄市市市市

議会定例会を開会いたします。議会定例会を開会いたします。議会定例会を開会いたします。議会定例会を開会いたします。    

    

●●●●議長林議長林議長林議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    これより本日の会議を開これより本日の会議を開これより本日の会議を開これより本日の会議を開

きますきますきますきます。。。。    

    

●●●●議長林議長林議長林議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    日程の第１、会議録署名日程の第１、会議録署名日程の第１、会議録署名日程の第１、会議録署名

議員を指名いたします。議員を指名いたします。議員を指名いたします。議員を指名いたします。    

３番３番３番３番    五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐    聡議員聡議員聡議員聡議員    

４番４番４番４番    高 橋 幹高 橋 幹高 橋 幹高 橋 幹 夫夫夫夫議員議員議員議員    

を指名いたします。を指名いたします。を指名いたします。を指名いたします。    

    

●●●●議長林議長林議長林議長林    国夫国夫国夫国夫君君君君    次に日程の第２次に日程の第２次に日程の第２次に日程の第２、、、、会期決会期決会期決会期決

定の件を議題といたします。定の件を議題といたします。定の件を議題といたします。定の件を議題といたします。    

    お諮りいたします。お諮りいたします。お諮りいたします。お諮りいたします。    

    本定例会の会期は本定例会の会期は本定例会の会期は本定例会の会期は、、、、本日より本日より本日より本日より６６６６月月月月 22222222 日まで日まで日まで日まで

のののの 11111111 日間とし日間とし日間とし日間とし、、、、うちうちうちうち６６６６月月月月 13131313 日日日日及び６及び６及び６及び６月月月月 14141414

日、日、日、日、６６６６月月月月 16161616 日日日日及び６及び６及び６及び６月月月月 17171717 日日日日、６月、６月、６月、６月 20202020 日及び日及び日及び日及び

６月６月６月６月 21212121 日日日日を休会といたしたいと思います。を休会といたしたいと思います。を休会といたしたいと思います。を休会といたしたいと思います。    

    これにご異議これにご異議これにご異議これにご異議ありありありありませんかませんかませんかませんか。。。。    

［「異議なし」と呼ぶ者あり］［「異議なし」と呼ぶ者あり］［「異議なし」と呼ぶ者あり］［「異議なし」と呼ぶ者あり］    

    ご異議ご異議ご異議ご異議ありませんので、そのようにありませんので、そのようにありませんので、そのようにありませんので、そのように決定い決定い決定い決定い

たしました。たしました。たしました。たしました。    

    

●●●●議長林議長林議長林議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    次に日程の第３、諸般報次に日程の第３、諸般報次に日程の第３、諸般報次に日程の第３、諸般報

告に入ります。告に入ります。告に入ります。告に入ります。    

    諸般報告については諸般報告については諸般報告については諸般報告については、、、、朗読を省略いたしま朗読を省略いたしま朗読を省略いたしま朗読を省略いたしま

す。す。す。す。    

    諸般報告について質疑諸般報告について質疑諸般報告について質疑諸般報告について質疑ありありありありませんかませんかませんかませんか。。。。    

［「なし［「なし［「なし［「なし」と呼ぶ者あり］」と呼ぶ者あり］」と呼ぶ者あり］」と呼ぶ者あり］    

    これをもって諸般報告を終わります。これをもって諸般報告を終わります。これをもって諸般報告を終わります。これをもって諸般報告を終わります。    

    

●●●●議長林議長林議長林議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    次に日程の第４、議長報次に日程の第４、議長報次に日程の第４、議長報次に日程の第４、議長報
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告に入ります。告に入ります。告に入ります。告に入ります。    

    議長報告について議長報告について議長報告について議長報告についてもももも、、、、朗読を省略いたしま朗読を省略いたしま朗読を省略いたしま朗読を省略いたしま

す。す。す。す。    

    議長報告について質疑議長報告について質疑議長報告について質疑議長報告について質疑ありありありありませんかませんかませんかませんか。。。。    

［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］    

    これをもって議長報告を終わります。これをもって議長報告を終わります。これをもって議長報告を終わります。これをもって議長報告を終わります。    

    

●議長林●議長林●議長林●議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    次次次次にににに日程の第５、日程の第５、日程の第５、日程の第５、市政市政市政市政報報報報

告告告告に入ります。に入ります。に入ります。に入ります。    

    市長。市長。市長。市長。    

●市長桜井道夫君（登壇）●市長桜井道夫君（登壇）●市長桜井道夫君（登壇）●市長桜井道夫君（登壇）    平成平成平成平成 19191919 年第２回年第２回年第２回年第２回

市議会定例会に市議会定例会に市議会定例会に市議会定例会にああああたりたりたりたり、、、、市政の主なものにつ市政の主なものにつ市政の主なものにつ市政の主なものにつ

いて、ご報告申し上げます。いて、ご報告申し上げます。いて、ご報告申し上げます。いて、ご報告申し上げます。    

    はじめに、美唄市一般廃棄物最終処分場「エはじめに、美唄市一般廃棄物最終処分場「エはじめに、美唄市一般廃棄物最終処分場「エはじめに、美唄市一般廃棄物最終処分場「エ

コの丘びばい」の供用開始にコの丘びばい」の供用開始にコの丘びばい」の供用開始にコの丘びばい」の供用開始について申し上げついて申し上げついて申し上げついて申し上げ

ます。ます。ます。ます。    

    平成平成平成平成 17171717 年度、平成年度、平成年度、平成年度、平成 18181818 年度の年度の年度の年度の２ヶ年で２ヶ年で２ヶ年で２ヶ年で、茶、茶、茶、茶

志内地区で整備を進めてまいりました美唄市志内地区で整備を進めてまいりました美唄市志内地区で整備を進めてまいりました美唄市志内地区で整備を進めてまいりました美唄市

一般廃棄物最終処分場「エコの丘びばい」に一般廃棄物最終処分場「エコの丘びばい」に一般廃棄物最終処分場「エコの丘びばい」に一般廃棄物最終処分場「エコの丘びばい」に

ついては、本年３月末に完成し、去る４月ついては、本年３月末に完成し、去る４月ついては、本年３月末に完成し、去る４月ついては、本年３月末に完成し、去る４月 20202020

日に日に日に日に竣工式を行い、竣工式を行い、竣工式を行い、竣工式を行い、23232323 日から資源ごみを除く日から資源ごみを除く日から資源ごみを除く日から資源ごみを除く

ごみの搬入・埋立処分を開始いたしました。ごみの搬入・埋立処分を開始いたしました。ごみの搬入・埋立処分を開始いたしました。ごみの搬入・埋立処分を開始いたしました。    

    次に、宮島沼水鳥・湿地センターの開館に次に、宮島沼水鳥・湿地センターの開館に次に、宮島沼水鳥・湿地センターの開館に次に、宮島沼水鳥・湿地センターの開館に

ついて申し上げます。ついて申し上げます。ついて申し上げます。ついて申し上げます。    

    本市の貴重な地域資源であります宮島沼の本市の貴重な地域資源であります宮島沼の本市の貴重な地域資源であります宮島沼の本市の貴重な地域資源であります宮島沼の

ワイズユースを進めるため、平成ワイズユースを進めるため、平成ワイズユースを進めるため、平成ワイズユースを進めるため、平成 17171717 年度、平年度、平年度、平年度、平

成成成成 18181818 年度の年度の年度の年度の２ヶ年で２ヶ年で２ヶ年で２ヶ年で、環境省が設備を進めて、環境省が設備を進めて、環境省が設備を進めて、環境省が設備を進めて

いた、宮島沼水鳥・湿地センターについては、いた、宮島沼水鳥・湿地センターについては、いた、宮島沼水鳥・湿地センターについては、いた、宮島沼水鳥・湿地センターについては、

去る３月去る３月去る３月去る３月 29292929 日日日日に開館式が行われ、国との協定に開館式が行われ、国との協定に開館式が行われ、国との協定に開館式が行われ、国との協定

に基づき本市が管理運営を行っているところに基づき本市が管理運営を行っているところに基づき本市が管理運営を行っているところに基づき本市が管理運営を行っているところ

でございます。でございます。でございます。でございます。    

    次に、平成次に、平成次に、平成次に、平成 18181818 年度各会計決算概要について年度各会計決算概要について年度各会計決算概要について年度各会計決算概要について

申し上げます。申し上げます。申し上げます。申し上げます。    

    各会計のうち、市立美唄病院事業会計、水各会計のうち、市立美唄病院事業会計、水各会計のうち、市立美唄病院事業会計、水各会計のうち、市立美唄病院事業会計、水

道事業会計及び工業用水道事業会計は３月道事業会計及び工業用水道事業会計は３月道事業会計及び工業用水道事業会計は３月道事業会計及び工業用水道事業会計は３月

31313131 日をもって、また、一般会計、市民バス会日をもって、また、一般会計、市民バス会日をもって、また、一般会計、市民バス会日をもって、また、一般会計、市民バス会

計、国民健康保険会計、老人保健会計、下水計、国民健康保険会計、老人保健会計、下水計、国民健康保険会計、老人保健会計、下水計、国民健康保険会計、老人保健会計、下水

道会計、土地区画整理事業会計、介護保険会道会計、土地区画整理事業会計、介護保険会道会計、土地区画整理事業会計、介護保険会道会計、土地区画整理事業会計、介護保険会

計及び介護サービス事業会計は５月計及び介護サービス事業会計は５月計及び介護サービス事業会計は５月計及び介護サービス事業会計は５月 31313131 日を日を日を日を

もってそれぞれ出納を閉鎖しました。もってそれぞれ出納を閉鎖しました。もってそれぞれ出納を閉鎖しました。もってそれぞれ出納を閉鎖しました。    

    その概要は、別紙のとおりであります。その概要は、別紙のとおりであります。その概要は、別紙のとおりであります。その概要は、別紙のとおりであります。    

    以上、申し上げまして報告を終わります。以上、申し上げまして報告を終わります。以上、申し上げまして報告を終わります。以上、申し上げまして報告を終わります。    

    

●議長林●議長林●議長林●議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    次次次次に日程のに日程のに日程のに日程の第６第６第６第６、、、、報告第報告第報告第報告第

11112222 号号号号例月出納検査結果報告例月出納検査結果報告例月出納検査結果報告例月出納検査結果報告ないし日程の第ないし日程の第ないし日程の第ないし日程の第

10101010、、、、報告報告報告報告第第第第 11116666 号号号号定期監査報告定期監査報告定期監査報告定期監査報告の以上５件を一の以上５件を一の以上５件を一の以上５件を一

括議題といたします。括議題といたします。括議題といたします。括議題といたします。    

    これより本件について一括質疑を行います。これより本件について一括質疑を行います。これより本件について一括質疑を行います。これより本件について一括質疑を行います。    

［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］    

    これをもって、これをもって、これをもって、これをもって、報告第報告第報告第報告第 12121212 号ないし報告第号ないし報告第号ないし報告第号ないし報告第

16161616 号の以上５件を終わります。号の以上５件を終わります。号の以上５件を終わります。号の以上５件を終わります。    

    

●議長林●議長林●議長林●議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    次次次次に日程の第に日程の第に日程の第に日程の第 11111111、、、、報告報告報告報告第第第第

11117777 号号号号美唄市土地開発公社の経営状況説明書美唄市土地開発公社の経営状況説明書美唄市土地開発公社の経営状況説明書美唄市土地開発公社の経営状況説明書

提出の件提出の件提出の件提出の件を議題といたします。を議題といたします。を議題といたします。を議題といたします。    

    これより本件について質疑を行います。これより本件について質疑を行います。これより本件について質疑を行います。これより本件について質疑を行います。    

［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］    

    これをもって、報告第これをもって、報告第これをもって、報告第これをもって、報告第 17171717 号を終わります。号を終わります。号を終わります。号を終わります。    

    

●●●●議長林議長林議長林議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    次次次次に日程の第に日程の第に日程の第に日程の第 11112222、、、、報告報告報告報告第第第第

11118888 号号号号株式会社美唄ハイテクセンターの経営株式会社美唄ハイテクセンターの経営株式会社美唄ハイテクセンターの経営株式会社美唄ハイテクセンターの経営

状況説明書提出の件状況説明書提出の件状況説明書提出の件状況説明書提出の件及び日程の第及び日程の第及び日程の第及び日程の第 11113333、、、、報告報告報告報告第第第第

11119999 号号号号株式会社ベル・カントの経営状況説明書株式会社ベル・カントの経営状況説明書株式会社ベル・カントの経営状況説明書株式会社ベル・カントの経営状況説明書

提出の件提出の件提出の件提出の件の以上２件を一括議題といたします。の以上２件を一括議題といたします。の以上２件を一括議題といたします。の以上２件を一括議題といたします。    

    これより本件について一括質疑を行います。これより本件について一括質疑を行います。これより本件について一括質疑を行います。これより本件について一括質疑を行います。    

［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］    

    これをもって、報告第これをもって、報告第これをもって、報告第これをもって、報告第 18181818 号及び報告第号及び報告第号及び報告第号及び報告第 19191919

号の以上２件を終わります。号の以上２件を終わります。号の以上２件を終わります。号の以上２件を終わります。    
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●議長林●議長林●議長林●議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    次次次次に日程の第に日程の第に日程の第に日程の第 11114444、、、、報告報告報告報告第第第第

20202020 号号号号繰越明許費繰越計算書の件繰越明許費繰越計算書の件繰越明許費繰越計算書の件繰越明許費繰越計算書の件を議題といを議題といを議題といを議題とい

たします。たします。たします。たします。    

    これより報告第これより報告第これより報告第これより報告第 20202020 号について質疑を行い号について質疑を行い号について質疑を行い号について質疑を行い

ます。ます。ます。ます。    

［「なし」と呼ぶ者［「なし」と呼ぶ者［「なし」と呼ぶ者［「なし」と呼ぶ者あり］あり］あり］あり］    

    これをもって、報告第これをもって、報告第これをもって、報告第これをもって、報告第 20202020 号を終わります。号を終わります。号を終わります。号を終わります。    

    

●議長林●議長林●議長林●議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    次次次次に日程の第に日程の第に日程の第に日程の第 11115555、、、、承認承認承認承認第第第第

８号８号８号８号専決処分の承認を求める件専決処分の承認を求める件専決処分の承認を求める件専決処分の承認を求める件を議題といたを議題といたを議題といたを議題といた

します。します。します。します。    

    本件に対し、提案理由の説明を求めます。本件に対し、提案理由の説明を求めます。本件に対し、提案理由の説明を求めます。本件に対し、提案理由の説明を求めます。    

    市長。市長。市長。市長。    

●市長桜井道夫君（登壇）●市長桜井道夫君（登壇）●市長桜井道夫君（登壇）●市長桜井道夫君（登壇）    ただいま上程さただいま上程さただいま上程さただいま上程さ

れました、承認第８号専決処分の承認を求めれました、承認第８号専決処分の承認を求めれました、承認第８号専決処分の承認を求めれました、承認第８号専決処分の承認を求め

る件について、提案理由をご説明申し上げまる件について、提案理由をご説明申し上げまる件について、提案理由をご説明申し上げまる件について、提案理由をご説明申し上げま

す。す。す。す。    

    本件は、専決第６号本件は、専決第６号本件は、専決第６号本件は、専決第６号平成平成平成平成 19191919 年度美唄市老人年度美唄市老人年度美唄市老人年度美唄市老人

保健会計補正予算保健会計補正予算保健会計補正予算保健会計補正予算第１号について、出納閉鎖第１号について、出納閉鎖第１号について、出納閉鎖第１号について、出納閉鎖

時において平成時において平成時において平成時において平成 18181818 年度収支に不足が生じた年度収支に不足が生じた年度収支に不足が生じた年度収支に不足が生じた

ことから、平成ことから、平成ことから、平成ことから、平成 19191919 年度予算を繰り上げて充用年度予算を繰り上げて充用年度予算を繰り上げて充用年度予算を繰り上げて充用

したもので、去る５月したもので、去る５月したもので、去る５月したもので、去る５月 33331111 日付けで地方自治法日付けで地方自治法日付けで地方自治法日付けで地方自治法

の規定により議案に記載のとおり専決処分をの規定により議案に記載のとおり専決処分をの規定により議案に記載のとおり専決処分をの規定により議案に記載のとおり専決処分を

行ったので報告し、その承認を求めるもので行ったので報告し、その承認を求めるもので行ったので報告し、その承認を求めるもので行ったので報告し、その承認を求めるもので

あります。あります。あります。あります。    

    よろしくご審議をお願いします。よろしくご審議をお願いします。よろしくご審議をお願いします。よろしくご審議をお願いします。    

●議長林●議長林●議長林●議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    これより承認第８号につこれより承認第８号につこれより承認第８号につこれより承認第８号につ

いて質疑を行います。いて質疑を行います。いて質疑を行います。いて質疑を行います。    

［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］    

    これをもって、質疑を終結いたします。これをもって、質疑を終結いたします。これをもって、質疑を終結いたします。これをもって、質疑を終結いたします。    

    これより討論を行います。これより討論を行います。これより討論を行います。これより討論を行います。    

［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］    

    これをもって、討論を終結いたします。これをもって、討論を終結いたします。これをもって、討論を終結いたします。これをもって、討論を終結いたします。    

    これより採決いたします。これより採決いたします。これより採決いたします。これより採決いたします。    

    本件は、原案のとおり承認することにご異本件は、原案のとおり承認することにご異本件は、原案のとおり承認することにご異本件は、原案のとおり承認することにご異

議ありませんか。議ありませんか。議ありませんか。議ありませんか。    

［「［「［「［「異議異議異議異議なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］    

    ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。    

    よって、よって、よって、よって、承承承承認第８号専決処分の承認を求め認第８号専決処分の承認を求め認第８号専決処分の承認を求め認第８号専決処分の承認を求め

る件る件る件る件は原案のとおり承認されました。は原案のとおり承認されました。は原案のとおり承認されました。は原案のとおり承認されました。    

    

●議長林●議長林●議長林●議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    次次次次に日程の第に日程の第に日程の第に日程の第 11116666、、、、議案議案議案議案第第第第

37373737 号号号号美唄市住民基本台帳ネットワークシス美唄市住民基本台帳ネットワークシス美唄市住民基本台帳ネットワークシス美唄市住民基本台帳ネットワークシス

テムに係る個人情報の保護に関する条例制定テムに係る個人情報の保護に関する条例制定テムに係る個人情報の保護に関する条例制定テムに係る個人情報の保護に関する条例制定

の件の件の件の件ないし日程の第ないし日程の第ないし日程の第ないし日程の第 22222222、、、、議案議案議案議案第第第第 43434343 号号号号美唄市美唄市美唄市美唄市

町の名称及び区域変更の件町の名称及び区域変更の件町の名称及び区域変更の件町の名称及び区域変更の件についてのについてのについてのについての、、、、以上以上以上以上

７件を一括議題といたします。７件を一括議題といたします。７件を一括議題といたします。７件を一括議題といたします。    

    本件に関し、提案理由の説明を求めます。本件に関し、提案理由の説明を求めます。本件に関し、提案理由の説明を求めます。本件に関し、提案理由の説明を求めます。    

    市長市長市長市長。。。。    

●市長桜井道夫君（登壇）●市長桜井道夫君（登壇）●市長桜井道夫君（登壇）●市長桜井道夫君（登壇）    ただいま上程さただいま上程さただいま上程さただいま上程さ

れました各案件について、提案理由をご説明れました各案件について、提案理由をご説明れました各案件について、提案理由をご説明れました各案件について、提案理由をご説明

申し上げます。申し上げます。申し上げます。申し上げます。    

    初めに、初めに、初めに、初めに、議案議案議案議案第第第第 37373737 号号号号美唄市住民基本台帳ネ美唄市住民基本台帳ネ美唄市住民基本台帳ネ美唄市住民基本台帳ネ

ットワークシステムに係る個人情報の保護にットワークシステムに係る個人情報の保護にットワークシステムに係る個人情報の保護にットワークシステムに係る個人情報の保護に

関する条例制定の件関する条例制定の件関する条例制定の件関する条例制定の件であります。であります。であります。であります。    

    本件は、住民基本台帳ネットワークシステ本件は、住民基本台帳ネットワークシステ本件は、住民基本台帳ネットワークシステ本件は、住民基本台帳ネットワークシステ

ムに係る個人情報の保護に関して、管理や運ムに係る個人情報の保護に関して、管理や運ムに係る個人情報の保護に関して、管理や運ムに係る個人情報の保護に関して、管理や運

用に係る責務を明確用に係る責務を明確用に係る責務を明確用に係る責務を明確化化化化するとともに、セキュするとともに、セキュするとともに、セキュするとともに、セキュ

リティ対策や緊急時の対応などを定めることリティ対策や緊急時の対応などを定めることリティ対策や緊急時の対応などを定めることリティ対策や緊急時の対応などを定めること

により、システムを適正に運用することを目により、システムを適正に運用することを目により、システムを適正に運用することを目により、システムを適正に運用することを目

的として制定するものであります。的として制定するものであります。的として制定するものであります。的として制定するものであります。    

    次は、議案第次は、議案第次は、議案第次は、議案第 38383838 号号号号美唄市行政手続等におけ美唄市行政手続等におけ美唄市行政手続等におけ美唄市行政手続等におけ

る情報通信の技術の利用に関する条例制定のる情報通信の技術の利用に関する条例制定のる情報通信の技術の利用に関する条例制定のる情報通信の技術の利用に関する条例制定の

件件件件であります。であります。であります。であります。    

    本件は、美唄市の機関等に対する申請、届本件は、美唄市の機関等に対する申請、届本件は、美唄市の機関等に対する申請、届本件は、美唄市の機関等に対する申請、届

出などの手続等に出などの手続等に出などの手続等に出などの手続等に関し関し関し関し、インターネット、インターネット、インターネット、インターネットを利を利を利を利

用する方用する方用する方用する方法等により行うことができるように法等により行うことができるように法等により行うことができるように法等により行うことができるように



- 5 - 

するための共通する事項を定めることにより、するための共通する事項を定めることにより、するための共通する事項を定めることにより、するための共通する事項を定めることにより、

市民の利便性の向上、行政運営の簡素化及び市民の利便性の向上、行政運営の簡素化及び市民の利便性の向上、行政運営の簡素化及び市民の利便性の向上、行政運営の簡素化及び

効率化を図ることを目的として制定するもの効率化を図ることを目的として制定するもの効率化を図ることを目的として制定するもの効率化を図ることを目的として制定するもの

であります。であります。であります。であります。    

    次は、次は、次は、次は、議案議案議案議案第第第第 39393939 号号号号美唄市消防団員等公務災美唄市消防団員等公務災美唄市消防団員等公務災美唄市消防団員等公務災

害補償条例の一部改正の件害補償条例の一部改正の件害補償条例の一部改正の件害補償条例の一部改正の件であります。であります。であります。であります。    

    本件は、非常勤消防団員等に係る損害補償本件は、非常勤消防団員等に係る損害補償本件は、非常勤消防団員等に係る損害補償本件は、非常勤消防団員等に係る損害補償

の基準を定める政令の一部を改正する政令にの基準を定める政令の一部を改正する政令にの基準を定める政令の一部を改正する政令にの基準を定める政令の一部を改正する政令に

より、非常勤消防職団員等に対する損害賠償より、非常勤消防職団員等に対する損害賠償より、非常勤消防職団員等に対する損害賠償より、非常勤消防職団員等に対する損害賠償

に係る補償基礎額の加算額が引き上げられたに係る補償基礎額の加算額が引き上げられたに係る補償基礎額の加算額が引き上げられたに係る補償基礎額の加算額が引き上げられた

ため、本市においてもこれに準じ改正を行うため、本市においてもこれに準じ改正を行うため、本市においてもこれに準じ改正を行うため、本市においてもこれに準じ改正を行う

ものであります。ものであります。ものであります。ものであります。    

    次は、次は、次は、次は、議案議案議案議案第第第第 40404040 号号号号美唄市医療費助成条例の美唄市医療費助成条例の美唄市医療費助成条例の美唄市医療費助成条例の

一部一部一部一部改正の件改正の件改正の件改正の件であります。であります。であります。であります。    

    本件は、北海道医療給付事業として、道の本件は、北海道医療給付事業として、道の本件は、北海道医療給付事業として、道の本件は、北海道医療給付事業として、道の

補助要綱に基づき実施している医療費助成事補助要綱に基づき実施している医療費助成事補助要綱に基づき実施している医療費助成事補助要綱に基づき実施している医療費助成事

業のうち、老人医療費助成について、平成業のうち、老人医療費助成について、平成業のうち、老人医療費助成について、平成業のうち、老人医療費助成について、平成 19191919

年度をもって道の補助事業が廃止されるため、年度をもって道の補助事業が廃止されるため、年度をもって道の補助事業が廃止されるため、年度をもって道の補助事業が廃止されるため、

本市においてもこれにあわせ老人医療費助成本市においてもこれにあわせ老人医療費助成本市においてもこれにあわせ老人医療費助成本市においてもこれにあわせ老人医療費助成

事業を廃止することとし、必要な改正を行う事業を廃止することとし、必要な改正を行う事業を廃止することとし、必要な改正を行う事業を廃止することとし、必要な改正を行う

ものであります。ものであります。ものであります。ものであります。    

    次は、次は、次は、次は、議案議案議案議案第第第第 41414141 号号号号美唄市廃棄物の処理及び美唄市廃棄物の処理及び美唄市廃棄物の処理及び美唄市廃棄物の処理及び

清掃に関する条例の一部改正の件清掃に関する条例の一部改正の件清掃に関する条例の一部改正の件清掃に関する条例の一部改正の件であります。であります。であります。であります。    

    本件は、美唄市におけるごみの本件は、美唄市におけるごみの本件は、美唄市におけるごみの本件は、美唄市におけるごみの総体的な排総体的な排総体的な排総体的な排

出抑制を図るため、家庭から排出される一般出抑制を図るため、家庭から排出される一般出抑制を図るため、家庭から排出される一般出抑制を図るため、家庭から排出される一般

廃棄物の処理手数料について、新たに規定す廃棄物の処理手数料について、新たに規定す廃棄物の処理手数料について、新たに規定す廃棄物の処理手数料について、新たに規定す

るため、必要な改正を行るため、必要な改正を行るため、必要な改正を行るため、必要な改正を行うものであります。うものであります。うものであります。うものであります。    

    次は、次は、次は、次は、議案議案議案議案第第第第 42424242 号号号号美唄市予防接種健康被害美唄市予防接種健康被害美唄市予防接種健康被害美唄市予防接種健康被害

調査委員会条例及び美唄市保健センター設置調査委員会条例及び美唄市保健センター設置調査委員会条例及び美唄市保健センター設置調査委員会条例及び美唄市保健センター設置

条例の一部改正の件条例の一部改正の件条例の一部改正の件条例の一部改正の件であります。であります。であります。であります。    

    本件は、感染症の予防及び感染症の患者に本件は、感染症の予防及び感染症の患者に本件は、感染症の予防及び感染症の患者に本件は、感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律の一部を改正する法対する医療に関する法律の一部を改正する法対する医療に関する法律の一部を改正する法対する医療に関する法律の一部を改正する法

律の施行に伴い、結核予防法が廃止されたた律の施行に伴い、結核予防法が廃止されたた律の施行に伴い、結核予防法が廃止されたた律の施行に伴い、結核予防法が廃止されたた

め、必要な改正を行うものであります。め、必要な改正を行うものであります。め、必要な改正を行うものであります。め、必要な改正を行うものであります。    

    次は、次は、次は、次は、議案議案議案議案第第第第 43434343 号号号号美唄市町の名称及び区域美唄市町の名称及び区域美唄市町の名称及び区域美唄市町の名称及び区域

変更の件変更の件変更の件変更の件であります。であります。であります。であります。    

    本件は、美唄駅周辺本件は、美唄駅周辺本件は、美唄駅周辺本件は、美唄駅周辺土地土地土地土地区画整理事業の区画整理事業の区画整理事業の区画整理事業の換換換換

地地地地処分に伴い、事業区域に所在する町の区域処分に伴い、事業区域に所在する町の区域処分に伴い、事業区域に所在する町の区域処分に伴い、事業区域に所在する町の区域

を変更するため、地方自治法の規定により、を変更するため、地方自治法の規定により、を変更するため、地方自治法の規定により、を変更するため、地方自治法の規定により、

議会の議決を求めるもので議会の議決を求めるもので議会の議決を求めるもので議会の議決を求めるもので    

    よろしくよろしくよろしくよろしくご審議をお願いいたします。ご審議をお願いいたします。ご審議をお願いいたします。ご審議をお願いいたします。    

●議長林●議長林●議長林●議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    お諮りいたします。お諮りいたします。お諮りいたします。お諮りいたします。    

    ただいま提案理由の説明のありました議案ただいま提案理由の説明のありました議案ただいま提案理由の説明のありました議案ただいま提案理由の説明のありました議案

第第第第 37373737 号ないし議案第号ないし議案第号ないし議案第号ないし議案第 43434343 号の以上７件につい号の以上７件につい号の以上７件につい号の以上７件につい

ては、大綱質疑にとどめ所管の常任委員会にては、大綱質疑にとどめ所管の常任委員会にては、大綱質疑にとどめ所管の常任委員会にては、大綱質疑にとどめ所管の常任委員会に

付託の上付託の上付託の上付託の上、、、、審査することにいたしたいと思い審査することにいたしたいと思い審査することにいたしたいと思い審査することにいたしたいと思い

ます。ます。ます。ます。    

    これにご異議これにご異議これにご異議これにご異議ありありありありませんか。ませんか。ませんか。ませんか。    

［「［「［「［「異議異議異議異議なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］    

    ご異議ありませんので、そのように決定いご異議ありませんので、そのように決定いご異議ありませんので、そのように決定いご異議ありませんので、そのように決定い

たします。たします。たします。たします。    

    これよりこれよりこれよりこれより、、、、議案第議案第議案第議案第 37373737 号ないし議案第号ないし議案第号ないし議案第号ないし議案第 39393939 号号号号

の以上３件について一括大綱質疑を行います。の以上３件について一括大綱質疑を行います。の以上３件について一括大綱質疑を行います。の以上３件について一括大綱質疑を行います。    

［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］    

    これをもって、議案第これをもって、議案第これをもって、議案第これをもって、議案第 37373737 号ないし議案第号ないし議案第号ないし議案第号ないし議案第

39393939 号の以上号の以上号の以上号の以上３件について３件について３件について３件について、、、、一括大綱質疑を終一括大綱質疑を終一括大綱質疑を終一括大綱質疑を終

結いたします。結いたします。結いたします。結いたします。    

    次に、議案第次に、議案第次に、議案第次に、議案第 40404040 号ないし議案第号ないし議案第号ないし議案第号ないし議案第 43434343 号の以号の以号の以号の以

上４件について、一括大綱質疑を行います。上４件について、一括大綱質疑を行います。上４件について、一括大綱質疑を行います。上４件について、一括大綱質疑を行います。    

［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］    

    これをもって、議案第これをもって、議案第これをもって、議案第これをもって、議案第 40404040 号ないし議案第号ないし議案第号ないし議案第号ないし議案第

43434343 号の以上４件について号の以上４件について号の以上４件について号の以上４件について、、、、一括大綱質疑を終一括大綱質疑を終一括大綱質疑を終一括大綱質疑を終

結いたします。結いたします。結いたします。結いたします。    

    よって議案第よって議案第よって議案第よって議案第 37373737 号ないし議案第号ないし議案第号ないし議案第号ないし議案第 39393939 号の以号の以号の以号の以

上３件は上３件は上３件は上３件は総務・文教委員会に、議案第総務・文教委員会に、議案第総務・文教委員会に、議案第総務・文教委員会に、議案第 40404040 号な号な号な号な

いし議案第いし議案第いし議案第いし議案第 43434343 号の以上４件は産業・厚生委員号の以上４件は産業・厚生委員号の以上４件は産業・厚生委員号の以上４件は産業・厚生委員

会に会に会に会に、、、、それぞれ付託の上それぞれ付託の上それぞれ付託の上それぞれ付託の上、、、、審査することに決審査することに決審査することに決審査することに決

定いたしました。定いたしました。定いたしました。定いたしました。    



- 6 - 

    

●議長林●議長林●議長林●議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    次次次次に日程の第に日程の第に日程の第に日程の第 22223333、、、、議案議案議案議案第第第第

44444444号号号号平成平成平成平成19191919年度美唄市一般年度美唄市一般年度美唄市一般年度美唄市一般会計補正予算（会計補正予算（会計補正予算（会計補正予算（第第第第

１号）１号）１号）１号）及び日程の第及び日程の第及び日程の第及び日程の第 22224444、、、、議案議案議案議案第第第第 45454545 号号号号平成平成平成平成 19191919

年度美唄市国民健康保険会計補正予算（年度美唄市国民健康保険会計補正予算（年度美唄市国民健康保険会計補正予算（年度美唄市国民健康保険会計補正予算（第第第第１１１１

号）号）号）号）の以上２件を一括議題といたします。の以上２件を一括議題といたします。の以上２件を一括議題といたします。の以上２件を一括議題といたします。    

    本件に関し、提案理由の説明を求めます。本件に関し、提案理由の説明を求めます。本件に関し、提案理由の説明を求めます。本件に関し、提案理由の説明を求めます。    

    市長。市長。市長。市長。    

●市長桜井道夫君（登壇）●市長桜井道夫君（登壇）●市長桜井道夫君（登壇）●市長桜井道夫君（登壇）    ただいま上程さただいま上程さただいま上程さただいま上程さ

れました各案件について、提案理由をご説明れました各案件について、提案理由をご説明れました各案件について、提案理由をご説明れました各案件について、提案理由をご説明

申し上げます。申し上げます。申し上げます。申し上げます。    

    初めに、初めに、初めに、初めに、議案議案議案議案第第第第 44444444 号号号号平成１９年度美唄市一平成１９年度美唄市一平成１９年度美唄市一平成１９年度美唄市一

般会計補正予算（般会計補正予算（般会計補正予算（般会計補正予算（第第第第１号）１号）１号）１号）であります。であります。であります。であります。    

    本件は、歳入歳出予算について本件は、歳入歳出予算について本件は、歳入歳出予算について本件は、歳入歳出予算について補正しよう補正しよう補正しよう補正しよう

とするものでとするものでとするものでとするもので、、、、補正補正補正補正内容について歳出から申内容について歳出から申内容について歳出から申内容について歳出から申

し上げますと、総務費には、ごみ処理手数料し上げますと、総務費には、ごみ処理手数料し上げますと、総務費には、ごみ処理手数料し上げますと、総務費には、ごみ処理手数料

の一部をの一部をの一部をの一部を弁済弁済弁済弁済基金に積み立基金に積み立基金に積み立基金に積み立てる費用を、民生てる費用を、民生てる費用を、民生てる費用を、民生

費には費には費には費には、、、、後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度創設に伴う電算創設に伴う電算創設に伴う電算創設に伴う電算

処理システム追加費用を、衛生費には処理システム追加費用を、衛生費には処理システム追加費用を、衛生費には処理システム追加費用を、衛生費には、、、、生活生活生活生活

習慣病予防活動支援モデル事業及びごみ有料習慣病予防活動支援モデル事業及びごみ有料習慣病予防活動支援モデル事業及びごみ有料習慣病予防活動支援モデル事業及びごみ有料

化に伴う指定袋製作費などの費用を、農林費化に伴う指定袋製作費などの費用を、農林費化に伴う指定袋製作費などの費用を、農林費化に伴う指定袋製作費などの費用を、農林費

には国からの委託による地域ＩＣＴ利活用モには国からの委託による地域ＩＣＴ利活用モには国からの委託による地域ＩＣＴ利活用モには国からの委託による地域ＩＣＴ利活用モ

デル構築事業のほか、農地・水・環境保全向デル構築事業のほか、農地・水・環境保全向デル構築事業のほか、農地・水・環境保全向デル構築事業のほか、農地・水・環境保全向

上対策事業及び一の沢市有林の作業道を整備上対策事業及び一の沢市有林の作業道を整備上対策事業及び一の沢市有林の作業道を整備上対策事業及び一の沢市有林の作業道を整備

する群集造林受託事業に係る費用をそれぞれする群集造林受託事業に係る費用をそれぞれする群集造林受託事業に係る費用をそれぞれする群集造林受託事業に係る費用をそれぞれ

計上いたしました。計上いたしました。計上いたしました。計上いたしました。    

    一方歳入につきましては、歳出計上額に対一方歳入につきましては、歳出計上額に対一方歳入につきましては、歳出計上額に対一方歳入につきましては、歳出計上額に対

応する国庫支出金、道支出金、使用料及び手応する国庫支出金、道支出金、使用料及び手応する国庫支出金、道支出金、使用料及び手応する国庫支出金、道支出金、使用料及び手

数料、地方交付税、数料、地方交付税、数料、地方交付税、数料、地方交付税、諸諸諸諸収入のほか繰越金を計収入のほか繰越金を計収入のほか繰越金を計収入のほか繰越金を計

上し、財源対応いたしました。上し、財源対応いたしました。上し、財源対応いたしました。上し、財源対応いたしました。    

    次は次は次は次は議案第議案第議案第議案第 45454545 号号号号平成平成平成平成 19191919 年度美唄市国民健年度美唄市国民健年度美唄市国民健年度美唄市国民健

康保険会計補正予算（康保険会計補正予算（康保険会計補正予算（康保険会計補正予算（第第第第１号）１号）１号）１号）であります。であります。であります。であります。    

    本件は、歳入歳出予算について本件は、歳入歳出予算について本件は、歳入歳出予算について本件は、歳入歳出予算について補正しよう補正しよう補正しよう補正しよう

とするものでとするものでとするものでとするもので、、、、補正補正補正補正内容について歳出から申内容について歳出から申内容について歳出から申内容について歳出から申

し上げますと、平成し上げますと、平成し上げますと、平成し上げますと、平成 20202020 年４月から後期高齢者年４月から後期高齢者年４月から後期高齢者年４月から後期高齢者

医療制度が創設されることに関連し、国民健医療制度が創設されることに関連し、国民健医療制度が創設されることに関連し、国民健医療制度が創設されることに関連し、国民健

康保険制度も改正されることとなることから、康保険制度も改正されることとなることから、康保険制度も改正されることとなることから、康保険制度も改正されることとなることから、

総務費に電算処理システム追加費用を計上い総務費に電算処理システム追加費用を計上い総務費に電算処理システム追加費用を計上い総務費に電算処理システム追加費用を計上い

たしました。たしました。たしました。たしました。    

    一方、歳入につきましては一方、歳入につきましては一方、歳入につきましては一方、歳入につきましては諸諸諸諸収入を増額収入を増額収入を増額収入を増額補補補補

正し正し正し正し、財源対応いたしました。、財源対応いたしました。、財源対応いたしました。、財源対応いたしました。    

    よろしくご審議をお願いいたします。よろしくご審議をお願いいたします。よろしくご審議をお願いいたします。よろしくご審議をお願いいたします。    

●議長林●議長林●議長林●議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    お諮りいたします。お諮りいたします。お諮りいたします。お諮りいたします。    

    ただいま提案理由の説明ありまただいま提案理由の説明ありまただいま提案理由の説明ありまただいま提案理由の説明ありました、議案した、議案した、議案した、議案

第第第第 44444444 号及び議案第号及び議案第号及び議案第号及び議案第 45454545 号の以上２件は号の以上２件は号の以上２件は号の以上２件は、大綱、大綱、大綱、大綱

質疑にとどめ質疑にとどめ質疑にとどめ質疑にとどめ、、、、のちほど設置いたします特別のちほど設置いたします特別のちほど設置いたします特別のちほど設置いたします特別

委員会に付託の上委員会に付託の上委員会に付託の上委員会に付託の上、、、、審査することにいたした審査することにいたした審査することにいたした審査することにいたした

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。    

    これにご異議これにご異議これにご異議これにご異議ありありありありませんか。ませんか。ませんか。ませんか。    

［「［「［「［「異議異議異議異議なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］    

    ご異議ありませんので、そのように決定いご異議ありませんので、そのように決定いご異議ありませんので、そのように決定いご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。たしました。たしました。たしました。    

    これより議案第これより議案第これより議案第これより議案第 44444444 号及び議案第号及び議案第号及び議案第号及び議案第 45454545 号の以号の以号の以号の以

上２件について、一括大綱質疑を行います。上２件について、一括大綱質疑を行います。上２件について、一括大綱質疑を行います。上２件について、一括大綱質疑を行います。

［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］    

    これをもって一括大綱質疑を終結いたしまこれをもって一括大綱質疑を終結いたしまこれをもって一括大綱質疑を終結いたしまこれをもって一括大綱質疑を終結いたしま

す。す。す。す。    

    お諮りいたします。お諮りいたします。お諮りいたします。お諮りいたします。    

    議案第議案第議案第議案第 44444444 号及び議案第号及び議案第号及び議案第号及び議案第 45454545 号の以上２件に号の以上２件に号の以上２件に号の以上２件に

ついては、ついては、ついては、ついては、15151515 人の委員をもって構人の委員をもって構人の委員をもって構人の委員をもって構成する予算成する予算成する予算成する予算

審査特別委員会を設置し、これに付託の上審審査特別委員会を設置し、これに付託の上審審査特別委員会を設置し、これに付託の上審審査特別委員会を設置し、これに付託の上審

査することにいたしたいと思います。査することにいたしたいと思います。査することにいたしたいと思います。査することにいたしたいと思います。    

    これにご異議これにご異議これにご異議これにご異議ありありありありませんかませんかませんかませんか。。。。    

［「異議［「異議［「異議［「異議なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］    

    ご異議ありませんので、そのように決定いご異議ありませんので、そのように決定いご異議ありませんので、そのように決定いご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。たしました。たしました。たしました。    

    お諮りいたします。お諮りいたします。お諮りいたします。お諮りいたします。    

    ただいま設置されました予算審査特別委員ただいま設置されました予算審査特別委員ただいま設置されました予算審査特別委員ただいま設置されました予算審査特別委員
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会会会会委員の選任については、委員会条例第８条委員の選任については、委員会条例第８条委員の選任については、委員会条例第８条委員の選任については、委員会条例第８条

第１項の規定により、第１項の規定により、第１項の規定により、第１項の規定により、    

    吉 岡 文吉 岡 文吉 岡 文吉 岡 文 子子子子議員、議員、議員、議員、森 川森 川森 川森 川     明明明明議員、議員、議員、議員、    

    五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐    聡聡聡聡議員、議員、議員、議員、高 橋 幹高 橋 幹高 橋 幹高 橋 幹 夫夫夫夫議員、議員、議員、議員、    

    奥 山 裕奥 山 裕奥 山 裕奥 山 裕 章章章章議員、議員、議員、議員、阿 部 義阿 部 義阿 部 義阿 部 義 一一一一議員、議員、議員、議員、    

    長谷川吉長谷川吉長谷川吉長谷川吉春春春春議員、議員、議員、議員、米 田 良米 田 良米 田 良米 田 良 克克克克議員、議員、議員、議員、    

    白 木 優白 木 優白 木 優白 木 優 志志志志議員、議員、議員、議員、小 関 勝小 関 勝小 関 勝小 関 勝 教教教教議員、議員、議員、議員、    

    土 井 敏土 井 敏土 井 敏土 井 敏 興興興興議員、議員、議員、議員、本 郷 幸本 郷 幸本 郷 幸本 郷 幸 治治治治議員、議員、議員、議員、    

    紫 藤 政紫 藤 政紫 藤 政紫 藤 政 則則則則議員、議員、議員、議員、谷 村 孝谷 村 孝谷 村 孝谷 村 孝 一一一一議員議員議員議員    

    内馬場克内馬場克内馬場克内馬場克康康康康議員、議員、議員、議員、    

の以上の以上の以上の以上 15151515 人の議員を指名いたしたいと思い人の議員を指名いたしたいと思い人の議員を指名いたしたいと思い人の議員を指名いたしたいと思い

ます。ます。ます。ます。    

    これにご異議これにご異議これにご異議これにご異議ありありありありませんか。ませんか。ませんか。ませんか。    

［［［［「「「「異議異議異議異議なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］    

    ご異議ありませんので、そのように決定いご異議ありませんので、そのように決定いご異議ありませんので、そのように決定いご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。たしました。たしました。たしました。    

    

●議長林●議長林●議長林●議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    次に日程の次に日程の次に日程の次に日程の第第第第 22225555、、、、決議案決議案決議案決議案

第第第第１号１号１号１号美唄市地域医療問題調査特別委員会設美唄市地域医療問題調査特別委員会設美唄市地域医療問題調査特別委員会設美唄市地域医療問題調査特別委員会設

置に関する決議置に関する決議置に関する決議置に関する決議を議題といたします。を議題といたします。を議題といたします。を議題といたします。    

    本件に関し、提案理由の説明を求めます。本件に関し、提案理由の説明を求めます。本件に関し、提案理由の説明を求めます。本件に関し、提案理由の説明を求めます。    

    13131313 番紫藤政則議員。番紫藤政則議員。番紫藤政則議員。番紫藤政則議員。    

●●●●13131313 番紫藤政則議員（登壇）番紫藤政則議員（登壇）番紫藤政則議員（登壇）番紫藤政則議員（登壇）    ただいま議題ただいま議題ただいま議題ただいま議題

となりました、となりました、となりました、となりました、決議案決議案決議案決議案第第第第１号１号１号１号美唄市地域医療美唄市地域医療美唄市地域医療美唄市地域医療

問題調査特別委員会設置問題調査特別委員会設置問題調査特別委員会設置問題調査特別委員会設置に関する決議に関する決議に関する決議に関する決議についについについについ

て、お手元の案文を朗読し、提案理由の説明て、お手元の案文を朗読し、提案理由の説明て、お手元の案文を朗読し、提案理由の説明て、お手元の案文を朗読し、提案理由の説明

ににににかかかかえさせていただきます。えさせていただきます。えさせていただきます。えさせていただきます。    

美唄市地域医療問題調査美唄市地域医療問題調査美唄市地域医療問題調査美唄市地域医療問題調査    

特別委員会設置に関する決議特別委員会設置に関する決議特別委員会設置に関する決議特別委員会設置に関する決議    

（（（（委員会の設置委員会の設置委員会の設置委員会の設置））））    

    １１１１    本市議会に美唄市地域医療問題調査特本市議会に美唄市地域医療問題調査特本市議会に美唄市地域医療問題調査特本市議会に美唄市地域医療問題調査特

別委員会を設置する。別委員会を設置する。別委員会を設置する。別委員会を設置する。    

（（（（設置の目的設置の目的設置の目的設置の目的））））    

    ２２２２    本委員会は、本市における地域医療の本委員会は、本市における地域医療の本委員会は、本市における地域医療の本委員会は、本市における地域医療の

確保についての調査を行うことを目的とする。確保についての調査を行うことを目的とする。確保についての調査を行うことを目的とする。確保についての調査を行うことを目的とする。    

（（（（調査事項調査事項調査事項調査事項））））    

    ３３３３    本委員会の調査事項は次のとおりとす本委員会の調査事項は次のとおりとす本委員会の調査事項は次のとおりとす本委員会の調査事項は次のとおりとす

る。る。る。る。    

    （１）地域医療の確保について。（１）地域医療の確保について。（１）地域医療の確保について。（１）地域医療の確保について。    

（（（（委員の定数委員の定数委員の定数委員の定数））））    

    ４４４４    本委員会の定数は本委員会の定数は本委員会の定数は本委員会の定数は 16161616 人とする。人とする。人とする。人とする。    

（（（（調査期間と閉会中の審査調査期間と閉会中の審査調査期間と閉会中の審査調査期間と閉会中の審査））））    

    ５５５５    本委員会は、本委員会は、本委員会は、本委員会は、閉会中も調査を行うこと閉会中も調査を行うこと閉会中も調査を行うこと閉会中も調査を行うこと

ができることとし、議会において調査終了をができることとし、議会において調査終了をができることとし、議会において調査終了をができることとし、議会において調査終了を

決議するまで委員会を継続存置する。決議するまで委員会を継続存置する。決議するまで委員会を継続存置する。決議するまで委員会を継続存置する。    

（（（（経費経費経費経費））））    

    ６６６６    本委員会の調査に要する本委員会の調査に要する本委員会の調査に要する本委員会の調査に要する経費経費経費経費は、議長は、議長は、議長は、議長

の承認を得て支出する。の承認を得て支出する。の承認を得て支出する。の承認を得て支出する。    

    上記上記上記上記議決する。議決する。議決する。議決する。    

    平成平成平成平成 19191919 年６月年６月年６月年６月 12121212 日日日日    

美唄市議会美唄市議会美唄市議会美唄市議会    

    以上でございます。以上でございます。以上でございます。以上でございます。    

●議長林●議長林●議長林●議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    お諮りいたします。お諮りいたします。お諮りいたします。お諮りいたします。    

    ただいま提案理由の説明ありましたただいま提案理由の説明ありましたただいま提案理由の説明ありましたただいま提案理由の説明ありました決議案決議案決議案決議案

第第第第１号１号１号１号について、原案のとおり決することにについて、原案のとおり決することにについて、原案のとおり決することにについて、原案のとおり決することに

ご異議ご異議ご異議ご異議ありありありありませんかませんかませんかませんか。。。。    

［［［［「「「「異議異議異議異議なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］    

    ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。    

    よってよってよってよって、、、、決議案決議案決議案決議案第第第第１号１号１号１号美唄市地域医療問題美唄市地域医療問題美唄市地域医療問題美唄市地域医療問題

調査特別委員会設置に関する決調査特別委員会設置に関する決調査特別委員会設置に関する決調査特別委員会設置に関する決議議議議はははは、、、、原案の原案の原案の原案の

とおり可決されました。とおり可決されました。とおり可決されました。とおり可決されました。    

    お諮りいたします。お諮りいたします。お諮りいたします。お諮りいたします。    

    ただいま設置されましたただいま設置されましたただいま設置されましたただいま設置されました、、、、美唄市地域医療美唄市地域医療美唄市地域医療美唄市地域医療

問題調査特別委員会問題調査特別委員会問題調査特別委員会問題調査特別委員会の選任については、委員の選任については、委員の選任については、委員の選任については、委員

会条例第８条第１項の規定により、会条例第８条第１項の規定により、会条例第８条第１項の規定により、会条例第８条第１項の規定により、    

    吉 岡 文吉 岡 文吉 岡 文吉 岡 文 子子子子議員、議員、議員、議員、森 川森 川森 川森 川     明明明明議員、議員、議員、議員、    

    五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐    聡聡聡聡議員、議員、議員、議員、高 橋 幹高 橋 幹高 橋 幹高 橋 幹 夫夫夫夫議員、議員、議員、議員、    

    奥 山 裕奥 山 裕奥 山 裕奥 山 裕 章章章章議員、議員、議員、議員、阿 部 義阿 部 義阿 部 義阿 部 義 一一一一議員、議員、議員、議員、    
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    長谷川吉長谷川吉長谷川吉長谷川吉春春春春議員、議員、議員、議員、米 田 良米 田 良米 田 良米 田 良 克克克克議員、議員、議員、議員、    

    白 木 優白 木 優白 木 優白 木 優 志志志志議員、議員、議員、議員、小 関 勝小 関 勝小 関 勝小 関 勝 教教教教議員、議員、議員、議員、    

    土 井 敏土 井 敏土 井 敏土 井 敏 興興興興議員、議員、議員、議員、本 郷 幸本 郷 幸本 郷 幸本 郷 幸 治治治治議員、議員、議員、議員、    

    紫 藤 政紫 藤 政紫 藤 政紫 藤 政 則則則則議員、議員、議員、議員、林林林林     国国国国 夫夫夫夫、、、、    

    谷 村 孝谷 村 孝谷 村 孝谷 村 孝 一一一一議員議員議員議員、、、、内馬場克内馬場克内馬場克内馬場克康康康康議員、議員、議員、議員、    

の以上の以上の以上の以上 11116666 人の議員を指名いたしたいと思い人の議員を指名いたしたいと思い人の議員を指名いたしたいと思い人の議員を指名いたしたいと思い

ます。ます。ます。ます。    

    これにご異議これにご異議これにご異議これにご異議ありありありありませんか。ませんか。ませんか。ませんか。    

［［［［「「「「異議異議異議異議なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］    

    ご異議ありませんので、そのように決定いご異議ありませんので、そのように決定いご異議ありませんので、そのように決定いご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。たしました。たしました。たしました。    

    

●●●●議長議長議長議長林林林林    国夫国夫国夫国夫君君君君    以上をもって以上をもって以上をもって以上をもって、、、、本日の日本日の日本日の日本日の日

程は全部終了いたしました。程は全部終了いたしました。程は全部終了いたしました。程は全部終了いたしました。    

    本日は本日は本日は本日は、、、、これをもって散会いたします。これをもって散会いたします。これをもって散会いたします。これをもって散会いたします。    

    

午前１午前１午前１午前１００００時時時時２２２２２２２２分分分分    散会散会散会散会    


